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平成 21 年度郡山市食品衛生監視指導計画 

 

第１ 趣  旨 

 

食品衛生法 *（昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という｡)第 24 条の規

定に基づき、市内における食品等事業者 *の施設の設置の状況、食品衛生上

の危害の発生状況その他地域の実情を踏まえて、平成 21 年度郡山市食品衛

生監視指導計画（以下「計画」という｡)を策定します。 

この計画は、重点的かつ効果的な監視指導の実施を通じて、食品衛生上の

危害の発生を未然に防止し、食品の安全性を確保することにより、市民等の

健康の保護を図ることを目的とします。 

   

第２ 監視指導の総則的事項 

 

１ 計画の対象 

この計画は、市内における次の施設等を対象とします。 

 

(1) 法に基づく営業 *許可施設等（集団給食施設*等の許可を要しない施設

を含む｡) 

 

(2) と畜場法 *（昭和 28 年法律第 114 号）に基づくと畜場 * 

 

(3) 市民等 

 

２ 監視指導の担当部署とその役割 

名  称 

（職員数） 
役       割 

保 
 

 

健 
 

 

所 

生活衛生課
（担当係：食品

衛生係） 
（8 人） 

・法の施行（計画の策定及び公表に係るものを含む｡)

に関すること 

・食中毒 *（疑いを含む｡)、違反食品及び苦情食品に係

る調査及び防止対策に関すること 

・市民等への食品衛生に関する情報提供 

・市の関係部局及び他の自治体との連絡調整 

・営業者 *及び市民等を対象とした衛生講習会の実施 

検査課 

（6 人） 

・営業許可施設等から収去した食品等の試験検査 

・食中毒等の発生時における試験検査 

食肉衛生検

査所 

（13 人） 

・と畜検査 *に係る精密検査及び病原微生物等のモニタ

リング検査 

・と畜検査に係る抗生物質等の残留動物用医薬品 *の検

査 

・牛海綿状脳症（ＢＳＥ）*を含むめん羊及び山羊の伝

達性海綿状脳症（ＴＳＥ） *のスクリーニング検査 
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３ 計画の対象となる期間 

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの 1 年間とします。 

 

４ 計画の策定及び実施状況の公表 

計画の策定及び当該計画の変更について、あらかじめこれを公表し、市

民等の意見を求めます。また、実施状況については、平成 22 年 6 月 30

日までに取りまとめ公表いたします。 

 

第３ 平成 21 年度重点監視指導事項 

 

１ 食中毒防止対策 

 

(1) 食中毒の発生状況 

 

① 全国における発生状況（4 ページ・図 1） 

平成 19 年の全国での食中毒発生状況をみると、全体で 1,289 件の

食中毒事件が発生しました。その内訳を見ると、カンピロバクター *

による食中毒事件が全体の 32％となる 416 件となっており、次いで

ノロウイルス *によるものが全体の 26％となる 344 件でした。患者数

を見ると全患者数 33,477 人中、ノロウイルスによるものが 18,520

人と全体の 55％を占め、次いでサルモネラ属菌によるものが 3,603

人で 11％、カンピロバクターによるものは 2,396 人で 7％となってい

ます。 

 

② 福島県内における発生状況（5 ページ・表 1） 

平成 20 年の県内での食中毒発生状況をみると、福島県全体では   

21 件の食中毒事件が発生しました。その内訳を見ると、植物性自然

毒による食中毒事件が 7 件で、全ての事件が家庭で発生しており、次

いでカンピロバクターによるものが 6 件でした。郡山市内では 2 件の

食中毒事件が発生しており、１件はカンピロバクター、もう１件は毒

きのこを原因とするものでした。患者数は、福島県全体で 271 人で、

内訳は、ノロウイルスによるものが 147 人、次いで植物性自然毒 *に

よるものが 29 人、カンピロバクターによるものが 27 人となっていま

す。 

 

(2) 対策 

 

① カンピロバクターによる食中毒防止対策 

上記発生状況のように、カンピロバクターによる食中毒は、全国、

県内を問わず、事件数が非常に多く、対策が急務となっています。

主な感染経路としては、加熱不十分な鶏肉やレバ刺し等の喫食、肉

類を扱った後の手指、調理器具類の洗浄、殺菌不足による二次汚染

が挙げられますので、監視指導時に、肉類の加熱の徹底及び二次汚

染防止対策の徹底を指導します。 
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また、各種講習会や、ホームページ、ＦＡＸネットワーク *等を通

じ、市民や食品等事業者に対して、カンピロバクターについての正

しい知識や食中毒予防の方法を周知します。 

 

② ノロウイルスによる食中毒防止対策 

上記発生状況のように、ノロウイルスによる食中毒事件は、全国

で事件数、患者数とも多く発生し、また、県内では、2 件発生し、

患者数は 147 人と大規模になっており、対策が急務となっています。

ノロウイルス食中毒の主な感染経路として、ノロウイルスに感染し

た調理従事者から食品への汚染が挙げられますので、監視指導時に、

調理従事者の健康管理や手洗い等、ノロウイルスによる食中毒防止

対策の徹底を指導するとともに、対策講習会を開催し、食品関係施

設における自主衛生管理を推進します。 

また、各種講習会や、ホームページ、ＦＡＸネットワーク等を通

じ、市民や食品等事業者に対して、ノロウイルスについての正しい

知識や食中毒予防の方法を周知します。 

 

③ 家庭での食中毒防止対策 

上記県内での発生状況のように、家庭での毒きのこによる食中毒

が多発しています。家庭での健康被害を防止するため、衛生講習会

や出前講座の開催、食品衛生ミニ情報 *、ホームページを活用し、食

の安全に関する情報、特に毒きのこの情報を広く市民に周知し、食

中毒予防を推進します。 

 

２ 違反食品の発生防止対策 

 

(1) 市内における違反食品の発生状況（6 ページ・表 2） 

市内での平成 20 年の違反食品の発生状況は、表示の基準 *違反が    

5 件、人の健康を損なうおそれがある食品の販売が 2 件、添加物の使

用基準違反が 1 件の合計 8 件であり、いずれも重篤な健康被害はあり

ませんでした。 

表示の基準違反については、表示基準制度に関する認識の欠如とい

ったことが違反に至った原因と考えられ、人の健康を損なうおそれが

ある食品の販売については、原材料及び商品の管理不足等が原因と考

えられました。 

 

(2) 対策 

 

① 適正な食品表示の推進 

全国的に、表示の基準違反による食品の自主回収等が相次いでおり、

また市内を見ても、表示の基準違反が発生していることから、製造者

や加工者を対象に、表示が基準に適合しているか重点的に監視指導を

実施するとともに、講習会等を通じて、適正な食品表示の推進を図り

ます。 
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② 食品製造施設等の衛生対策 

食品へのメラミンや事故米の不適正使用、水質基準に合わない井戸

水を利用した食品製造等、食の安全を揺るがす問題が相次いで発生し、

国民の食への不安は非常に高まっております。市内では、カビの発生

した焼菓子の販売や調理パンへの消費期限切れ食材の使用等の事件

が発生しております。 

こうした状況をふまえ、安全な食品が製造されるよう、食品製造施

設について監視指導を実施します。今年度は、特に、「そうざい製造

施設」について重点的に監視指導を実施します。 

 

図１ 平成 19 年食中毒発生状況【全国（病因物質別の事件数)】 

腸管出血性大腸菌
（ＶＴ産生）

 25件 ( 1.9 % )

化学物質
10件 ( 0.8 % ) セレウス菌

8件 ( 0.6 % )
その他

29件 ( 2.2 % )
その他の病原大腸菌 11

件 ( 0.9 % )

ウェルシュ菌
27件 ( 2.1 % )

動物性自然毒
39件 ( 3.0 % )

腸炎ビブリオ
42件 ( 3.3 % )

ぶどう球菌
70件 ( 5.4 % )

植物性自然毒
74件 ( 5.7 % )

不明
78件 ( 6.1 % )

サルモネラ属菌
 126件 （ 9.8% ） ノロウイルス

344件 （ 26.7% ）

カンピロバクター
416件 （ 32.3% ）

 

 総事件数 1,289 件 
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表１ 平成 20 年食中毒発生状況【福島県内】  

№ 発生月日  
原因施設 

所在地 
摂食

者数  

患者

数 
原因食品  病因物質  

原因  

施設  

１ 2 月 3 日  いわき市  4 4 
ﾁｮｳｾﾝｱｻｶ ﾞｵの根 （ｺ ﾞ ﾎ ﾞ ｳと

間違い）と人参と蓮根と鰻の

混ぜご飯  

植物性自然毒  

(ﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵ) 
家庭 

２ 3 月 2 日  会津若松市 29 24 焼きそば、お好み焼き 
化学物質  
（台所用合成洗剤）  

飲食店  

３ 4 月 20 日  浪江町 １ １ フグの塩焼  動物性自然毒  家庭 

４ 4 月 30 日  南会津町 ２ ２ 不明  ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 不明 

５ 
5 月 22 日  

～23 日  
会津若松市 28 8 飲食店の食事  不明  飲食店  

６ 
6 月 8 日  

～11 日  
会津若松市 21 8 飲食店の食事  ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 飲食店 

７ 8 月 12 日  須賀川市 2 2 不明  ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 不明 

８ 
9 月 1 日  

～2 日  
会津若松市 3 3 不明  ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 不明 

９ 9 月 3 日  郡山市 2 2 不明  ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 不明 

10 9 月 4 日  猪苗代町  8 7 
キノコ汁、キノコ大根

おろし和え  

植物性自然毒  

(ｸｻｳﾗﾍﾞﾆﾀｹ) 
家庭等  

11 9 月 7 日  郡山市 3 3 
キノコの油炒め、キノコ大

根おろし和え 

植物性自然毒  

(ｸｻｳﾗﾍﾞﾆﾀｹ)  
家庭 

12 9 月 10 日  伊達市 ３ ３ キノコとナスの煮物  
植物性自然毒  
(ｸｻｳﾗﾍﾞﾆﾀｹ 推定） 

家庭 

13 
9 月 13 日  

～16 日  
会津若松市 58 10 飲食店の食事  ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 飲食店  

14 10 月 1 日  西会津町 4 4 キノコ汁 
植物性自然毒  

(ﾂｷﾖﾀｹ) 
家庭 

15 10 月 9 日 須賀川市 4 4 さんますり身揚げ  
化学物質  

(ﾋｽﾀﾐﾝ) 
家庭 

16 
10 月 21 日  

～22 日  
会津坂下町 4 4 

キノコの炊き込み  

ごはん  
植物性自然毒  
(ツキヨタケ  推定） 

家庭 

17 
10 月 25 日  

～26 日 
会津坂下町 4 4 キノコ鍋料理  

植物性自然毒  

(ﾂｷﾖﾀｹ) 
家庭 

18 
10 月 28 日

～29 日 
北塩原村  50 25 旅館の食事  不明  旅館 

19 
1１月 15 日

～18 日 
白河市  333 100 飲食店の食事  ノロウイルス 飲食店  

20 
12 月 14 日

～15 日  
いわき市  214 6 

バイキングの  

カレー  
ウェルシュ菌  飲食店  

21 
12 月 26 日

～29 日  
いわき市  不明 47 仕出し弁当  ノロウイルス 飲食店  

計    271    

 ＊郡山市内発生:２件  
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表２ 平成 20 年 食品衛生上の違反事例【郡山市内】 

№ 
発見(通報)

月日 
違反の種類 

食品の

種類 
違反内容 措置 

１ 1 月 11 日 表示の基準違反  焼菓子  食品添加物の記載漏れ  
自主回収、  

始末書徴収 

２ 4 月 11 日 表示の基準違反  食肉 表示ラベルの誤貼付  
自主回収、  

始末書徴収 

３ 4 月 15 日 添加物の使用基準違反 餡 
餡に使用が認められて

いない着色料を使用  

自主回収、  

始末書徴収 

４ 5 月 9 日 
人の健康を損なうおそ

れがある食品の販売 
焼菓子  カビの発生  

自主回収、  

始末書徴収 

５ 5 月 20 日 
人の健康を損なうおそ

れがある食品の販売 
調理パン  

消費期限切れ食材の使用

及び表示ラベルの混入 
始末書徴収 

６ 5 月 26 日 表示の基準違反  焼菓子  
名称、製造者、製造場

所の記載間違い  
始末書徴収 

７ 10 月 9 日 表示の基準違反  菓子パン  消費期限の記載間違い  
自主回収、  

始末書徴収 

８ 12 月 12 日 表示の基準違反  
生揚げ・

がんも  
消費期限の記載漏れ  

自主回収、  

始末書徴収 

 

第４ 食品等事業者への監視指導 

 

１ 監視指導項目 

食品等事業者への監視指導にあたり、対象区分ごとの項目、及び食品供

給行程（フードチェーン）*を通じた項目は、それぞれ次表のとおりです。 

 

(1) 対象区分ごとの監視指導項目 

区  分 項      目 

法 

営業許可施設等 

・法等に基づく施設基準 *、管理運営基準 *、規格 

基準 *等に適合することの確認 

・ノロウイルスおよびカンピロバクター食中毒防止

対策の徹底 

・食品表示の確認 

集団給食施設等 

・「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３

月 24 日衛食第 85 号厚生省生活衛生局長通知）等

に基づく衛生管理基準等に適合することの確認 

・ノロウイルスおよびカンピロバクター食中毒防止

対策の徹底 

と畜場法に基づく 

と畜場 

・と畜場法等に基づく構造設備の基準等に適合する

こと及びその遵守の確認 

・衛生管理基準に適合することの確認 

・と畜業者 *の講ずべき衛生措置の基準に適合する

ことの確認 
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(2) 食品供給行程（フードチェーン）を通じた監視指導項目 

区 分 項       目 担当部署 

食肉及び食肉

製品 

・ 獣畜 *の病歴を踏まえたと畜検査の実施 

・ 枝肉 *の微生物検査による衛生的な処理

の検証の実施 

・ と畜場における動物用医薬品等の投与歴

を踏まえた、残留有害物質検査の実施 

・ 法に基づく収去検査 *の実施 

保健所 

食肉衛生

検査所 

・ 販売施設に対する保存温度、衛生的な取

扱いに関する監視指導の実施 

・ 飲食店等に対する加熱調理の徹底など衛

生的な取扱いに関する監視指導の実施 

・ 法に基づく収去検査の実施 

保健所 

生活衛生

課 

 

乳及び乳製品 

・ 乳処理施設等に対する総合衛生管理製

造過程 *（ＨＡＣＣＰ）の概念を取り入れ

た監視指導の実施 

・ 販売施設に対する保存温度、衛生的な取

扱いに関する監視指導の実施 

・ 法に基づく収去検査の実施 

食鳥卵 

・ 販売施設に対する衛生的な取扱いに関す

る監視指導の実施 

・ 法に基づく収去検査の実施 

水産食品（魚

介類及び水産

加工品） 

・ 卸売市場流通品の保存温度、衛生的な取

扱いに関する監視指導の実施 

・ 販売施設及び飲食店等に対する生食用鮮

魚介類等の保存温度、衛生的な取扱いに

関する監視指導の実施 

・ 卸売市場等における有毒鮮魚介類の流通

防止に関する監視指導の実施 

・ 法に基づく収去検査等の実施 

野菜、果実、穀

類、豆類、種実

類、茶等及びこ

れらの加工品 

・ 遺伝子組み換え *表示対象原料を使用す

る製造施設等に対する分別生産流通管理

（ＩＰハンドリング）*に係る監視指導の

実施 

・ 卸売市場等における有毒植物等の流通防

止に関する監視指導の実施 

・ 法に基づく収去検査の実施 

（注）表中「法に基づく収去検査（等）の実施」とあるものの微生物、理化

学等に関する試験検査は、保健所食肉衛生検査所及び保健所検査課が

実施します。 
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２ 立入検査 

 

 (1) 年間を通じた立入検査 

重点監視指導事項、および食品等ごとの季節変化等による流通状況

に配慮したうえで、別表１（14 ページ）により実施します。 

 

(2) 夏期及び年末一斉取締り 

食中毒が多発する夏期及び食品流通量が増加する年末を中心に、次

表のとおり実施します。 

このほか特定の違反事例が頻発するなど、食品衛生に係る問題が発

生したり、全国一斉に同一の事項を対象とした監視指導の実施が必要

な場合は、随時、厚生労働省が示す方針を踏まえて、監視指導を実施

します。 

区  分 
実施

時期 
方       針 

夏期一斉取締り ７月 
厚生労働省が示す方針を踏まえて実施 

年末一斉取締り 12 月 

 

 

   
＜大型小売店での監視風景＞     ＜卸売市場での監視風景＞ 

 

 (3) 違反発見時の対応 

 

① 改善指導 

施設基準や製造基準 *等の法の規定に違反している状況を発見した

場合は、直ちに改善指導を行うとともに、違反が軽微な場合であって

直ちに改善が図られるものを除き書面にて改善指導を行います。 

 

② 違反食品等に係る措置 

必要に応じて関係都道府県等と連携し、当該違反食品等が販売の用

に供され、又は営業上使用されないよう廃棄、回収等の措置を速やか

に講ずるよう指導するとともに、必要な場合は、営業者等の処分を行

います。また、悪質な事例については告発を行います。 
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③ 公表 

食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法第 63 条の規定に基

づき、法又は法に基づく処分に違反した者（違反が軽微であって、か

つ当該違反について直ちに改善が図られた者を除く｡)の名称、対象食

品、対象施設名等を随時公表します。 

 

３ 食品等の収去検査 

(1) 実施計画 

収去検査については、食品の季節変化等にともなう流通状況を考慮

したうえで、次に掲げる事項に留意し、別表２（15 ページ）のとおり

実施します。 

 

① 本市内において生産、製造、加工される食品等を中心とします。 

 

② 食中毒菌の汚染又は違反の可能性が比較的高いと考えられる食品

等及び項目を中心とします。 

 

③ 重点対策に関連の深い食品を中心とします。 

 

④ 輸入冷凍食品から、高濃度の農薬が検出された事件が相次いだこと

から、冷凍食品等の残留農薬検査を強化します。 

   

(2) 試験検査体制の整備等 

 食品衛生に関する検査を実施す

る保健所検査課、保健所食肉衛生検

査所においては、食品衛生検査業務

管理基準（ＧＬＰ *）に基づき、定期

的な内部点検の実施や外部精度管

理調査を受検し、試験精度の信頼性

の確保を図ります。 

また、検査の重要性、迅速性等か

ら、必要な検査機器についての整備

を行い、検査担当者は、必要な技術

研修を受講します。 

                               ＜検査課での検査風景＞ 

 

(3) 違反発見時の対応 

 

① 違反食品等に係る措置 

違反等が発見された場合は、当該食品等について、販売の用に供

し、又は営業上使用されないよう廃棄、回収等の措置を速やかに講

ずるよう指導します。 
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② 処分 

  必要に応じ、法第 54 条、第 55 条又は第 56 条の規定に基づく処分

を行い、悪質な事例については告発を行います。 

③ 関係都道府県等との連携 

広域流通食品等及び輸入食品等に係る違反を発見した場合には、

関係する都道府県等の食品衛生担当部局又は厚生労働省へ速やかに

情報提供するとともに、連携して違反に係る食品等の流通防止措置、

再発防止措置等の必要な措置を講ずるとともに、改善の状況等につ

いても相互に情報提供し連携を図ります。 

 

④ 検査命令 *等 

法違反に係る食品等が発見され、当該食品等を製造、加工等した

者の能力等からみて、継続的に当該者の製造、加工等する食品等の

検査が必要と判断される場合には、積極的に法第 26 条第１項の検査

命令を活用します。製造者及び加工者を所管する都道府県等が異な

る場合には、違反の発見の事実を連絡するとともに、収去検査及び

検査命令の発動等の必要な対応を要請します。 

 

⑤ 公 表 

食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法第 63 条の規定に

基づき、法又は法に基づく処分に違反した者（違反が軽微であって、

かつ当該違反について直ちに改善が図られた者を除く｡)の名称、対

象食品、対象施設名等を随時公表します。 

 

４ 食中毒等健康危害発生時の対応 

食中毒等健康危害発生時の対応は、次表に基づき、適切に原因究明及び

健康危機管理対策を実施します。 

区 分 法令等 対 応 マ ニ ュ ア ル 等 

食中毒 

法令 

・法（第 58 条～第 60 条） 

・法施行令 

・法施行規則 

関係通知 

・「食中毒処理要領」（昭和 39 年７月 13 日環発第

214 号厚生省環境衛生局長通知） 

・「食中毒調査マニュアル」（平成９年３月 24 日衛

食第 85 号厚生省生活衛生局長通知） 

健康食

品 
関係通知 

・「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対

応要領」（平成 14 年 10 月４日医薬発第 1004001

号厚生労働省医薬局長通知） 



   

 11

５ 関係機関との連携協力体制 

 

(1) 厚生労働省及び都道府県等との連携 

大規模又は広域的な食中毒等が発生した場合の調査や、広域的に流

通する食品等及び輸入食品等の監視指導については、厚生労働省及び

関連都道府県等と連携を図りながら実施します。 

また、ＨＡＣＣＰの承認を受けた施設への監視指導に当たっては、

必要に応じ東北厚生局と連携して実施します。 

 

(2) 農林水産部局等との連携 

農林水産物の生産段階における監視指導について、福島県農林水産部

及び本市農林部と連携を図ります。また、必要に応じ庁内連絡会議を開

催し、食に係る問題等の対応について連携を図ります。 

 

(3) 食品の表示及び広告に係る指導における連携 

食品等の表示にかかわる監視指導については、「農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法） *」及び公正取引規約を 

所管する部局と連携しながら、必要な対策を講じます。 

第５ 食品等事業者の自主的な衛生管理の推進 

 

１ 食品衛生管理者 *等の設置 

 

(1) 食品衛生管理者の設置 

食品衛生管理者に対しては、適切にその職責が果たされるよう、講習

会や情報提供を実施するとともに、営業者に対しては、食品衛生管理者

の意見を尊重するよう、監視指導や講習会を通じて意識の向上を図りま

す。 

 

(2) 食品衛生責任者 *の設置 

郡山市食品衛生法施行条例（平成 12 年郡山市条例第 22 号）の定める

ところにより、施設ごとに食品衛生責任者が適正に配置されるよう郡山

食品衛生協会 *と共同で食品衛生責任者の養成講習会 *を開催するとと

もに、営業者（食品衛生管理者を置かなければならない営業者を除く｡)

に対しては、食品衛生責任者の意見を尊重するよう、監視指導や講習会

を通じて意識の向上を図ります。 

 

２ 食の安全に関する情報提供 

 

(1) 講習会の開催等 

食品等事業者の自主的な食品衛生講習会等へ講師派遣を行うととも

に、保健所主催で食品衛生講習会を開催し、食品等事業者による自主

的な衛生管理の推進を図ります。 
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(2) ＦＡＸネットワークへの登録促進 

ＦＡＸネットワーク事業への登録促進を図り、登録施設に対して 

食品衛生に関する最新の情報を提供します。 

 

３ 食品衛生指導員 *による巡回指導の推進 

郡山食品衛生協会の食品衛生指導員が営業者に対して行う巡回指導に

ついて、助言等を行い、適正な巡回指導を推進します。 

 

 
＜講習会風景＞  

 
第６ リスクコミュニケーション *の推進 

 

１ 計画の策定及び変更について、あらかじめこれを公表し、市民等の意見

を求めます。 

 

２ 食品等事業者に対する衛生講習会や市民等に対する出前講座等を通じ、

食品衛生に関する最新情報を提供するとともに、監視指導の実施状況及び

収去検査結果等の概要を公表し、関係者相互の情報及び意見の交換に努め

ます。 

 

３ 苦情の受付、表示に関する相談及び食品衛生行政に対する疑問について、

必要に応じて関係機関と連携を図りながら積極的に対応します。 

 

４ 市民と食品等事業者による情報及び意見交換を実施し、関係者相互間の

理解を深めます。 
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第７ 市民への食の安全に関する情報提供の推進 

 

家庭における食中毒の発生を未然に防止するため、食品の購入から喫食ま

での取り扱いに関して、次のとおり啓発を行います。 

 

１ 広報誌やホームページ等で食中毒発生防止のための普及啓発を積極的

に行います。 

＜ホームページへのアクセス方法＞ 

ホームページアドレス http://www.city.koriyama.fukushima.jp/ 

（ホームページ⇒「食の安全情報」で検索⇒「食の安全情報こおりやま」） 

 

２ スーパー等の折り込み広告チラシに 

 「食品衛生ミニ情報」を掲載し、正し 

 い食品衛生知識の普及啓発を図ります。 

 

３ 厚生労働省が定めた食品衛生月間にあ

わせて、街頭キャンペーン等を行い、食

中毒予防の普及啓発を図ります。 

＜街頭キャンペーン風景＞ 

 

  ４ 小学生を対象とした食中毒図画・ポスター展を開催し、食中毒予防の

普及啓発を図ります。 

第８ 食品衛生に関わる人材の養成及び資質の向上の推進 

 

１ 食品衛生監視員 *及びと畜検査員の資質の向上 

厚生労働省等が行う食品衛生監視員、と畜検査員に対する技術研修等の

受講を推進し、職員の資質向上を図ります。 

 

２ 食品等事業者の自主的な衛生管理を担う者の養成及び資質の向上 

 食品衛生法の食品衛生管理者及び食品衛生責任者、と畜場法の衛生管理

責任者及び作業衛生責任者に対する講習会等を実施します。 

 

 

第９ 計画の進行管理 

 

１ 計画的な監視指導等の実施 

この計画を円滑に実施するため、年間事業計画表を作成し、進行管理

を行います。 

２ 監視指導等の年間事業計画 

平成 21 年度の監視指導等に係る年間事業計画は、別表３（16 ページ）

のとおりです。 

http://www.city.koriyama.fukushima.jp/

